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募　集募　集
町田市民病院職員

作業療法士・言語聴覚士
　詳細は、試験実施要項をご覧下さ
い（実施要項と受験申込書は同病院
・各市民センターで配布、同病院ホ
ームページでダウンロードも可）。
対１９８７（昭和６２）年４月２日以降に生
まれた当該資格を有する方＝若干名
採用日７月１日
試験日４月２２日㈯
申４月１０日、１１日の午後５時までに
直接同病院へ。または４月１１日まで
（必着）に郵送で同病院へ。

問同病院☎７２２・２２３０（内線７４１２）

病 児 施 設 職 員
　詳細は病児保育室へお問い合わせ
下さい。
対有資格者
○はやしクリニック病児保育室（☎
７９３・３７２２）＝保育士（パート）
問子育て推進課☎７２４・４４６８
忠生公園～２０１７年度

ボ ラ ン テ ィ ア
対１年間を通じて活動できる方
日観察会＝毎月第１日曜日、軽作業
＝毎月第２・４木曜日、いずれも午前９
時～正午
※季節による時間変更や、忠生がに
やら自然館主催の行事日が臨時活動

日となる場合もあります。
場忠生公園自然観察センター（忠生
がにやら自然館）
内同公園の保全整備、自然観察会・下
見・準備・行事への支援等
定１０人（申し込み順）
申直接同館で申込書に記入（３月１９
日午前１０時から、申込者対象の説明
会有り）。
問同館☎７９２・１３２６

お知らせお知らせ
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業所
「町田病院指定定期巡回
・随時対応型訪問介護 
看 護 」利 用 者 募 集
　３月１日に、定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所「町田病院指定
定期巡回・随時対応型訪問介護看護」
が開所しました。同事業所の利用者
を募集します。
対事業所から車でおおむね３０分以
内の地域にお住まいの要介護１～５
の方
※詳細は同事業所へお問い合わせ下

さい。
場木曽東４－２１－４３（町田病院内）
申電話で同事業所（☎７９４・６５７３）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

黙とうを捧げましょう
　いずれも当日は、防災無線で黙と
うのご案内をします。

【東京都平和の日】
　１９４５（昭和２０）年３月１０日、東京
大空襲で一夜にして多くの尊い命が
失われました。
　東京都では、平和国家日本の首都
として、戦争の惨禍を再び繰り返さ
ないことを誓い、３月１０日を「東京都
平和の日」と定めています。
　戦没者のご冥福と世界平和を祈っ
て黙とうを捧げましょう。
日３月１０日㈮午後２時から１分間

【東日本大震災から６年】
　２０１１（平成２３）年３月１１日、東日
本大震災で多くの方が被災されまし
た。犠牲者のご冥福と被災地の１日
も早い復興を祈って、黙とうを捧げ
ましょう。
日３月１１日㈯午後２時４６分から１分間

◇
問企画政策課☎７２４・２１０３

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み
町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

3月13日 ㈪ 午
前10時~正午

市 庁 舎2階 会
議室2-2

3人（申し
込み順）

事前に電話で市政情報課
（☎724・8407）へ

町田市教育委員会定
例会

3月14日 ㈫ 午
前10時から

市庁舎10階会
議室10-3~5

会議当日に教育総務課（市
庁舎10階、☎724・2172）へ

町田市介護保険苦情
相談調整会議

3月23日㈭午後
6時30分~8時

市庁舎10階会
議室10-4

10人（申
し込み順）

事前に電話で介護保険課
（☎724・4364）へ

町田市高齢社会総合
計画審議会

3月24日 ㈮ 午
後6時~8時

市 庁 舎3階 会
議室3-1

10人（申
し込み順）

事前に電話でいきいき総
務課（☎724・2916）へ

健診・検診名 対象（年度末〔2018年3月31日〕時点の年齢） 受診期間／通知 自己負担額

町田市成人健康診査（成人健診）

※40歳以上で右記の対象以外
の方は、ご自身が加入してい
る医療保険の保険者へお問い
合わせ下さい。

・40～74歳の町田市国民健康保険加入者
・東京都後期高齢者医療制度加入者のうち町田市に住民票がある方
・40歳以上の生活保護受給者
・中国残留邦人等支援給付受給者

4月～9月生まれの方には5月下旬に、10月～3月生まれの方には6
月下旬に受診券を送付します。受診券の有効期限内に受診して下さ
い。

※4月1日から2018年3月31日の期間中に75歳になる方は、受診券
送付時期が異なる場合があります。

※年度途中で転入・保険変更した対象の方は担当課へご連絡下さい。
受診券を送付します。

500円

18～39歳の、町田市に住民票があり健康診査を受ける機会のない方

通　年

受診券は送付しません。

※実施医療機関は市役所代表（☎
722・3111）へお問い合わせい
ただくか、町田市ホームページ
をご覧下さい。

※成人健診の受診券送付時に、実
施医療機関の一覧を同封しま
す。

子宮頸
けい

がん検診 20歳以上の女性 1000円
乳がん検診
※市の検診から視触診はなくな

りました。
40歳以上で偶数年齢の女性 2000円

肝炎ウイルス検診 40歳以上で過去に肝炎ウイルス検診を受けたことのない方 無料
胃がんリスク検診（ＡＢＣ検診） 35歳以上で過去に胃がんリスク検診を受けたことのない方 5月26日~2018年2月末 800円
大腸がん検診 40歳以上の方 800円
前立腺がん検診 50歳以上70歳以下の男性 5月26日~2018年3月末 1000円
※がん検診・胃がんリスク検診・肝炎ウイルス検診は、町田市に住民票がある方が対象です。

自己負担金の免除を受けるには

成人健診の受診券をお持ちの方
●申請は不要です
受診券の各種健（検）診の自己負担額欄に「無料」の記載がある方は、受診時に医療機関で受診券を提示して下さい。
※自己負担金の免除基準に該当するか、課税情報などを反映し、自己負担金額の有無を判定しています。
※「無料」の記載がない方は、上記要件に該当しないため、下記申請をしても免除とはなりません。

成人健診
の受診券
をお持ち
でない方

①非課税世帯

【注意】
※申請手続きには、「自己負担金免除申請書」

の提出から、約2週間かかります。
※受診後の申請はできません。

●以下の申請が必要です　（4月1日以降に申請して下さい）
1.申請の前に、2017年4月1日時点の世帯全員（2016年1月1日時点18歳以上）についてご確認をお願いします。
　⑴住民票が2016年1月1日時点で町田市にあった方⇒2.へ
　⑵住民票が2016年1月1日時点で町田市になかった方⇒下記Ⅰ.～Ⅱ.へ
　　Ⅰ.2016年1月2日～2017年4月1日に町田市へ転入の方
　　　転入した方全員分（2016年1月1日時点18歳以上）の2016年度非課税証明書（原本）を2017年4月30日までに下記申

請書と併せて提出または提示して下さい。
　　　※2016年度非課税証明書は、2016年1月1日時点の住所地で発行します。
　　Ⅱ.2017年4月2日以降に転入する方は、町田市ホームページをご覧下さい。
2.「自己負担金免除申請書」に必要事項をご記入のうえ、直接または郵送で健康推進課（市庁舎7階）へ。申請書は町田市ホーム

ページでダウンロードもできます（郵送を希望する方は健康推進課へご連絡下さい）。
3.約2週間後、「自己負担金免除申請審査結果通知書」が届きます。
4.通知書に「免除」の記載がある方は、受診時に医療機関で提示して下さい。

②生活保護受給者 保護受給証明書を受診時に医療機関で提示して下さい。
③中国残留邦人等支援給付受給者 中国残留邦人等支援給付受給証明書を受診時に医療機関で提示して下さい。

2017年度 町田市成人健康診査・
がん検診等のご案内

<問い合わせ先>
○町田市国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の健康診査
　保険年金課☎724・2130
○生活保護・中国残留邦人等支援給付受給者、18～39歳で職場や学校等で受診機会のない
方の健康診査、がん検診等　健康推進課☎725・5178

２０１７年度からがん検診の自己負担金免除の基準が変わります

成人健診・がん検診等の自己負担金が免除になる方

　これまで、町田市では年齢に応じてがん検診の自己負担金を免除していましたが、受益者負担の適正化のため、成人健診と同様に、所得に応じた免除基準（下記参照）に変更します。ご理解
ご協力をお願いします。
※胃がんリスク検診は、一生に1回の検診であり、受診を勧奨する年齢を定めているため、自己負担金免除の基準は変わりません。

①2016年度住民税が非課税世帯の方
　・「2016年度住民税非課税世帯」とは、2015年中の所得に基づき、2016年1月1日時点の住所または居所で課税される住民税について、被扶養者を含む世帯全員（2016年1月1日時点18歳

以上）が非課税であることをいいます。また、自己負担額は2017年4月1日を基準日として判定します。
　・世帯のうち一人でも課税されている方や、未申告の方がいる場合、免除とはなりません。
②生活保護受給者
③中国残留邦人等支援給付受給者
※胃がんリスク検診は②・③の方及び2018年3月31日時点で40歳以上で5の倍数年齢（40歳、45歳・・・）の方のみ負担金免除となります。


